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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】基板の長短に拘わらず部品の実装が可能であり
、かつ部品の実装効率が高い表面実装装置を提供する。
【解決手段】部品実装部を基台上に複数備えた表面実装
装置であって、作業領域を基板搬送路Ｌ上に有する第一
部品実装部と、基板搬送路ＬからＹ軸方向に離間した位
置に作業領域を有する第二部品実装部と、基板をＸ軸方
向に搬送する搬送装置、及び基板搬送路Ｌと第二部品実
装部との間において基板を往復移動させるＹ軸方向にス
ライドさせるスライドテーブルからなる搬送系装置を備
え、長基板に部品を実装する場合、スライドテーブルに
跨りつつ第一部品実装部の作業領域に重なる基板停止位
置と、基板停止位置にて作業領域からはみ出した長基板
の一部を作業領域内に含める他の基板停止位置との、少
なくとも２箇所の基板停止位置にて長基板を停止させつ
つ、基板搬送路Ｌ上に作業領域を有する部品実装部を用
いて各基板停止位置にて長基板に実装処理を行なう。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板に部品を実装する実装ヘッドと前記実装ヘッドを基台上の作業領域内にて水平移動さ
せる駆動装置とを具備した部品実装部を基台上に複数備え、前記基台上を一方向に延びる
基板搬送路に沿って基板を搬送しつつ、前記基板に対する部品の実装処理を行う表面実装
装置であって、前記一方向をＸ軸方向、同Ｘ軸方向に直交する方向をＹ軸方向と定義した
ときに、
　前記作業領域を前記基板搬送路上に有する第一部品実装部と、
　前記第一部品実装部に対してＸ軸方向に隣接し、かつ前記基板搬送路からＹ軸方向に離
間した位置に作業領域を有する第二部品実装部と、
　前記基板を前記基板搬送路に沿って搬送するＸ軸搬送装置、及び前記基板搬送路と前記
第二部品実装部との間において基板を往復移動させるべくＹ軸方向にスライド可能とされ
た基板搬送ステージからなる搬送系装置と、
　これら両部品実装部、及び搬送系装置を制御する制御装置とを、備えるとともに、
　前記制御装置は、通常基板に部品を実装する場合には、前記通常基板を各部品実装部に
順に送って実装処理を各部品実装部にて並行して行なわせる一方、
　全長が前記基板搬送ステージのＸ軸方向の全長より長い長基板に部品を実装する場合に
は、前記基板搬送ステージを前記基板搬送路上に留まらせておき、
　この基板搬送ステージに跨りつつ前記第一部品実装部の作業領域に重なる基板搬送路上
の基板停止位置と、前記基板停止位置に対してＸ軸方向の前方、或いは後方のいずれかに
あって、前記基板停止位置にて作業領域からはみ出した長基板の一部を作業領域内に含め
る他の基板停止位置との、少なくとも２箇所の基板停止位置にて前記長基板を停止させつ
つ、前記基板搬送路上に作業領域を有する部品実装部を用いて、前記各基板停止位置にて
当該長基板に実装処理を行なうことを特徴とする表面実装装置。
【請求項２】
前記第一部品実装部が前記第二部品実装部に対して基板の搬送方向上流側に配置されたも
のにおいて、
　前記基板搬送路上であって前記第二部品実装部に対して基板の搬送方向下流側となる位
置に、第三部品実装部を前記第二部品実装部に隣接して配置したことを特徴とする請求項
１に記載の表面実装装置。
【請求項３】
前記Ｘ軸搬送装置が前記第一部品実装部に対応して設けられる第一搬送コンベアと、前記
基板搬送ステージ上に設けられる第二搬送コンベアと、前記第三部品実装部に対応して設
けられる第三搬送コンベアとからなるものにおいて、
　前記制御装置は、前記長基板に部品を実装する場合には、前記基板搬送ステージ上の第
二搬送コンベアと前記第一搬送コンベアに跨る第一基板停止位置に前記長基板を停止させ
て前記第一部品実装部により長基板上における搬送方向後側の領域を対象に部品の実装処
理を行わせ、
　その後、前記第三搬送コンベアと前記基板搬送ステージ上の第二搬送コンベアに跨る第
二基板停止位置に前記長基板を停止させて前記第三部品実装部により基板上の残る領域を
対象に部品の実装処理を行わせることを特徴とする請求項２に記載の表面実装装置。
【請求項４】
前記長基板を前記第一基板停止位置、あるいは第二基板停止位置に停止させる基板ストッ
パを、前記通常基板を基板搬送路上にて停止させる基板ストッパと共用化したことを特徴
とする請求項３に記載の表面実装装置。
【請求項５】
前記第一部品実装部と前記第二部品実装部の組、或いは前記第二部品実装部と前記第三部
品実装部の組のうち、少なくともいずれか一方の組を、組を構成する両部品実装部の配置
スペース同士がＸ軸方向に一部重なるように、両部品実装部をＸ軸方向に寄せて配置した
ことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の表面実装装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面実装装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、平板状をなす基板上にＩＣなどの電子部品を実装ヘッドを用いて実装する表
面実装機が広く知られている。この種の装置においては、部品の実装効率を高めてタクト
タイムを短縮する試みが行われている。例えば、下記特許文献１のものでは、実装ステー
ジを可動ステージとしている。そして、これら各実装ステージを基台中央に一列状に集結
させることで基板搬送路を構築させて基板の搬送（Ｘ方向の搬送）を行う一方、実装を行
うときには、隣接する実装ステージを互いに逆方向（Ｙ方向の搬送）に移動させている。
これにより、部品の実装を行う各装置の干渉回避を図り、各実装ステージの同時稼動を実
現させている。
【特許文献１】特開２００２－２０８７９７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、実装ステージに収まらない全長の長い基板は、隣接する実装ステージに
基板端が干渉するから、実装ステージを用いて基板をＹ方向に移動させることが不可能と
なり、通常基板と同じような手順で実装作業を行うことが出来ない。
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、基板の長短に拘わらず
部品の実装が可能であり、かつ部品の実装効率が高い表面実装装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の目的を達成するための手段として、本発明は、基板に部品を実装する実装ヘッド
と前記実装ヘッドを基台上の作業領域内にて水平移動させる駆動装置とを具備した部品実
装部を基台上に複数備え、前記基台上を一方向に延びる基板搬送路に沿って基板を搬送し
つつ、前記基板に対する部品の実装処理を行う表面実装装置であって、前記一方向をＸ軸
方向、同Ｘ軸方向に直交する方向をＹ軸方向と定義したときに、前記作業領域を前記基板
搬送路上に有する第一部品実装部と、前記第一部品実装部に対してＸ軸方向に隣接し、か
つ前記基板搬送路からＹ軸方向に離間した位置に作業領域を有する第二部品実装部と、前
記基板を前記基板搬送路に沿って搬送するＸ軸搬送装置、及び前記基板搬送路と前記第二
部品実装部との間において基板を往復移動させるべくＹ軸方向にスライド可能とされた基
板搬送ステージからなる搬送系装置と、これら両部品実装部、及び搬送系装置を制御する
制御装置とを、備えるとともに、前記制御装置は、通常基板に部品を実装する場合には、
前記通常基板を各部品実装部に順に送って実装処理を各部品実装部にて並行して行なわせ
る一方、全長が前記基板搬送ステージのＸ軸方向の全長より長い長基板に部品を実装する
場合には、前記基板搬送ステージを前記基板搬送路上に留まらせておき、この基板搬送ス
テージに跨りつつ前記第一部品実装部の作業領域に重なる基板搬送路上の基板停止位置と
、前記基板停止位置に対してＸ軸方向の前方、或いは後方のいずれかにあって、前記基板
停止位置にて作業領域からはみ出した長基板の一部を作業領域内に含める他の基板停止位
置との、少なくとも２箇所の基板停止位置にて前記長基板を停止させつつ、前記基板搬送
路上に作業領域を有する部品実装部を用いて、前記各基板停止位置にて当該長基板に実装
処理を行なうところに特徴を有する。
【０００５】
　この発明の実施態様として、以下の構成が好ましい。
・前記第一部品実装部が前記第二部品実装部に対して基板の搬送方向上流側に配置された
ものにおいて、前記基板搬送路上であって前記第二部品実装部に対して基板の搬送方向下
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流側となる位置に、第三部品実装部を前記第二部品実装部に隣接して配置する。このよう
に部品実装部を配置すれば、基台上に複数の部品実装部をスペースの無駄なく、効率的に
配置できる。
【０００６】
・前記Ｘ軸搬送装置が前記第一部品実装部に対応して設けられる第一搬送コンベアと、前
記基板搬送ステージ上に設けられる第二搬送コンベアと、前記第三部品実装部に対応して
設けられる第三搬送コンベアとからなるものにおいて、前記制御装置は、前記長基板に部
品を実装する場合には、前記基板搬送ステージ上の第二搬送コンベアと前記第一搬送コン
ベアに跨る第一基板停止位置に前記長基板を停止させて前記第一部品実装部により長基板
上における搬送方向後側の領域を対象に部品の実装処理を行わせ、その後、前記第三搬送
コンベアと前記基板搬送ステージ上の第二搬送コンベアに跨る第二基板停止位置に前記長
基板を停止させて前記第三部品実装部により基板上の残る領域を対象に部品の実装処理を
行わせる。このようにしておけば、長基板についても、２つの部品実装部で実装作業を分
担して行うことになるので、部品の実装効率が高まり、タクトタイムの短縮に効果的であ
る。
【０００７】
・前記長基板を前記第一基板停止位置、あるいは第二基板停止位置に停止させる基板スト
ッパを、前記通常基板を基板搬送路上にて停止させる基板ストッパと共用化する。このよ
うな構成としておけば、部品点数の削減に効果的である。
【０００８】
・前記第一部品実装部と前記第二部品実装部の組、或いは前記第二部品実装部と前記第三
部品実装部の組のうち、少なくともいずれか一方の組を、組を構成する両部品実装部の配
置スペース同士がＸ軸方向に一部重なるように、両部品実装部をＸ軸方向に寄せて配置す
る。このような配置とすれば、基台ひいては表面実装装置の大きさをＸ軸方向に関し小型
化できる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、通常基板の場合には、複数の部品実装部により同時並行的に実装処理
が進められるから部品の実装効率がよく、タクトタイムの短縮に効果的である。
【００１０】
　また、長基板はＹ軸方向に移動出来ないので、基板搬送路上に位置する部品実装部を用
いて実装作業を行うことになるが、この場合、基板端の一部が部品実装部の作業領域から
はみ出してしまい、当該部分に部品を実装できない。
【００１１】
　この点、本発明では、長基板に対して実装を行うときには、一の基板停止位置で作業領
域からはみ出した長基板の一部を他の基板停止位置にて作業領域内に含めるような複数の
基板停止位置で前記長基板を停止させることとした。
【００１２】
　このようにしておけば、ある基板停止位置で長基板の一部が作業領域からはみだしてた
状態にあったとしても、当該一部は他の基板停止位置では作業領域内に含まれた状態とな
る。よって、長基板上の全領域に部品を実装することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施形態１を図１ないし図２２によって説明する。
　１.全体構成
　図１は表面実装装置の平面図、図２は基台及び支持脚の斜視図である。図１、図２に示
すように、表面実装装置１０は基台１１の上面に搬送系、実装系など各種の装置を配置し
ている。以下、基台１１における、手前寄りの部分（図１に示す下側）を基台前部１２と
呼び、奥方寄りの部分（図１に示す上側）を基台奥部１３と呼ぶ。また、図１の左右方向
をＸ方向と呼ぶものとし、Ｙ方向、Ｚ方向をそれぞれ図１～図２の向きに定めるものとす
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る。
【００１４】
　基台前部１２はＸ方向に延びる横長な形状をなすとともに、同基台前部１２には基板搬
送路Ｌが設けられている。基板搬送路Ｌは実装対象となる基板Ｐが搬送される路を構成す
るものであり、Ｘ方向に延びている。
【００１５】
　図１に示すように基板搬送路Ｌ上には、Ｘ方向の左右両側に基板停止位置Ａ、基板停止
位置Ｃが設定され、また、基板停止位置Ａ、基板停止位置Ｃとの間に位置して中継位置Ｕ
が設定されている。
【００１６】
　一方、基台奥部１３はＸ方向の左右が所定幅に渡って大きく切り欠かれており、同基台
奥部１３の横幅（Ｘ方向の幅）は基台前部１２の横幅に比べかなり幅狭となっている。当
基台奥部１３は基台前部１２の中継位置Ｕに対応してＸ方向のほぼ中央に設けられており
、中継位置Ｕに向かい合うようにして基板停止位置Ｂを設けている。
【００１７】
　表面実装装置１０では、中継位置Ｕと基板停止位置Ｂとの間で基板ＰをＹ軸方向に往復
移動出来るように構成しており、搬送系の各種装置を作動させると、基板長の短い通常基
板Ｐであれば、各基板停止位置Ａ～Ｃに順に送ることが出来る構成になっている。
【００１８】
　そして、基台１１上には各基板停止位置Ａ～Ｃに対応してそれぞれ部品実装部３０Ａ～
３０Ｃが設けられている。ここで、部品実装部３０Ａ～３０Ｃを構成する各装置を支える
支持脚の構成を説明する。図２に示すように、基台前部１２にはＸ方向の左右両側と中央
に支持脚３２、３３、３４が配置されている。３つの支持脚３２、３３、３４は共にＹ方
向に延びる形状をなしている。
【００１９】
　３つの支持脚のうち、中央とＸ方向右側の両支持脚３２、３３は、基板停止位置Ａの両
側に位置しており、両間にベース部材５１Ａが架設されている。このベース部材５１Ａは
、基板停止位置Ａに停止した基板Ｐに対して実装作業を行うヘッドユ二ット（図２上は省
略）６０Ａを支持する機能を担っている。
【００２０】
　同様にして、中央とＸ方向左側の両支持脚３３、３４は、基板停止位置Ｃの両側に位置
しており、両間にベース部材５１Ｃが架設されている。このベース部材５１Ｃは、基板停
止位置Ｃに停止した基板Ｐに対して実装作業を行うヘッドユ二ット（図２上は省略）６０
Ｃを支持する機能を担っている。
【００２１】
　そして、これら支持脚３２～３４のうち中央の支持脚３３はＬ字状をなすとともに、Ｘ
方向の両側に位置する支持脚３２、３４は基板搬送路Ｌを取り囲むような門型をなし、い
ずれも内部空間を開放している。このような構成とすることで、支持脚３２、３３、３４
に干渉することなく、基板Ｐを基板搬送路Ｌに沿って搬送することが可能となる。
【００２２】
　一方、基台奥部１３には２つの支持脚３５、３６が設けられている。両支持脚３５、３
６は共にＹ方向に延びる形状をなし、基板停止位置Ｂの両側に位置している。これら両支
持脚３５、３６の間には、ベース部材５１Ｂが架設されている。このベース部材５１Ｂは
、基板停止位置Ｂに停止した基板Ｐに対して実装作業を行うヘッドユ二ット（図２上は省
略）６０Ｂを支持する機能を担っている。
【００２３】
　また、これら２つの支持脚３５、３６は、先端３５Ｆ、３６Ｆが内向きに屈曲して、全
体が平面視Ｌ字状をなしており、両先端３５Ｆ、３６Ｆの上面間に連結部材３７を渡して
いる。そして、係る連結部材３７の下面壁に、基台前部１２の中央に位置する支持脚３３
の先端３３Ｆが固定されている。
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【００２４】
　本実施形態のものは、支持脚３３の下方領域が基台奥部１３に連通するトンネルになっ
ており、支持脚３３の直下に設定される中継位置Ｕと基台奥部１３の基板停止位置Ｂとの
間において、基板Ｐを出入りさせる基板通路を形成している。
【００２５】
　２.部品実装部の構造
　部品実装部３０Ａ～３０Ｃの基本構成は同じであるので、ここでは、部品実装部３０Ｂ
を代表して説明を行う。
【００２６】
　図１に示すように支持脚３５、３６には、Ｙ方向に延びるガイドレール４２が支持脚上
面に設置されると共に、これら左右のガイドレール４２に長手方向の両端部を嵌合させつ
つベース部材５１Ｂが取り付けられている。
【００２７】
　また、各支持脚３５、３６の上面にはガイドレール４２の内側に位置して、Ｙ方向に延
びるＹ軸ボールねじ４５、４６が装着され、更にＹ軸ボールねじ４５、４６にはボールナ
ットが螺合されている。そして、Ｙ軸ボールねじ４５、４６の軸端部には、Ｙ軸モータ４
７が付設されると共に、各Ｙ軸ボールねじ４５、４６に螺合するボールナット４８、４９
はベース部材５１ＢのＸ方向両端部にそれぞれ固定されている（図４参照）。
【００２８】
　以上のことから、Ｙ軸モータ４７を通電操作すると、左右のＹ軸ボールねじ４５、４６
が同期回転する。すると、両ボールナット４８、４９が同期を保ってＹ方向に進退する結
果、ベース部材５１Ｂがガイドレール４２に沿ってＹ方向に水平移動する（Ｙ軸サーボ機
構）。
【００２９】
　図３に示すように、ベース部材５１Ｂ上には、Ｘ方向に長いブロック状をなすヘッド支
持体５２Ｂが固定されている。係るヘッド支持体５２ＢにはＸ方向に延びるガイド部材５
３が設置され、更に、ガイド部材５３に対してヘッドユ二ット６０Ｂが、ガイド部材５３
の軸に沿って移動自在に取り付けられている。このヘッド支持体５２Ｂには、Ｘ方向に延
びるＸ軸ボールねじ５５が装着されており、更にＸ軸ボールねじ５５にはボールナットが
螺合されている。
【００３０】
　そして、Ｘ軸ボールねじ５５にはＸ軸モータ５７Ｂが付設されており、同モータ５７Ｂ
を通電操作すると、Ｘ軸ボールねじ５５に沿ってボールナットが進退する結果、ボールナ
ットに固定されたヘッドユ二ット６０Ｂがガイド部材５３に沿ってＸ方向に移動する（Ｘ
軸サーボ機構）。
【００３１】
　従って、Ｘ軸サーボ機構、Ｙ軸サーボ機構を複合的に制御することで、ヘッドユ二ット
６０Ｂを、基台奥部１３の上方領域近辺について水平方向（ＸＹ方向）に移動操作出来る
構成となっている。尚、Ｘ軸モータ５７Ｂ、Ｘ軸サーボ機構、Ｙ軸モータ４７、Ｙ軸サー
ボ機構が、本発明の「駆動装置」に相当するものである。
【００３２】
　係るヘッドユ二ット６０Ｂには上部側にＺ軸モータ６５、バルブユ二ット６６が設けら
れると共に、下部には実装動作を行う吸着ノズル６４を先端に設けた吸着ヘッド（本発明
の「実装ヘッド」に相当）６３が列状をなして複数個搭載されている（図３、図７を参照
）。
【００３３】
　Ｚ軸モータ６５はヘッドユ二ット６０Ｂのフレーム６１に対して吸着ヘッド６３を昇降
させるものであり、また、バルブユ二ット６６は各吸着ノズル６４に負圧を供給させ、ヘ
ッド先端に吸引力を生じさせるものである。
【００３４】
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　このような構成とすることで、次に説明する部品供給部８０Ｂ上にヘッドユ二ット６０
Ｂを移動させつつ、その状態から吸着ヘッド６３を昇降させることで部品供給部８０Ｂに
設置されるテープフィーダＦから部品を取り出すことができる。
【００３５】
　そして、部品を取り出した後、吸着ヘッド６３を基板停止位置Ｂの上方に移動させつつ
、所定の部品搭載位置に達したところで同吸着ヘッド６３を基板上面の高さに下降させる
ことで基板停止位置Ｂに停止した基板Ｐに対して部品を実装できる。
【００３６】
　尚、図３に示す符号６７は各吸着ヘッド６３を軸周りに回転させるＲ軸モータである。
また、符号６９は取り付けフレームである。同取り付けフレーム６９には取り出した部品
の側面画像を撮像するカメラ６８が取り付けられている（図７を参照）。
【００３７】
　そして、各部品実装部３０Ａ～３０Ｃのヘッドユ二ット６０Ａ～６０Ｃの移動領域（以
下、作業領域とも言う）は、図１４に示すように各基板停止位置Ａ～Ｃより一回り大きく
、各基板停止位置Ａ～Ｃにて部品の実装作業を個別に行うことができるように構成されて
いる。
【００３８】
　３.部品供給部
　当実施形態では、図１に示すように、３つの部品実装部３０Ａ～３０Ｃに対応して、基
台１１上に３つの部品供給部８０Ａ～８０Ｃが設けられている。部品実装部３０Ａに対応
する部品供給部８０Ａと、部品実装部３０Ｃに対応する部品供給部８０Ｃは、共に基台前
部１２のＹ方向手前側に設定され、部品実装部３０Ｂに対応する部品供給部８０Ｂは基台
奥部１３のＹ方向奥側に設定されている。
【００３９】
　これら各部品供給部８０Ａ～８０Ｃには２台の台車９１、９２がＸ方向に並んで固定さ
れている。台車９１、９２はテープフィーダＦを横並び状に多数設置させ、かつ基台１１
から脱着可能な取り付け部材としての機能を担うものである（図１上では、テープフィー
ダを省略してある）。このような構成とすることで、フィーダＦを複数個、一括して同時
交換できる。
【００４０】
　テープフィーダＦは一方向に長い形状をなすとともに、台車９１、９２に対して、部品
供給位置Ｏが設定されたフィーダ前部を基板搬送路Ｌ側に向けた状態で取り付けられる。
係るテープフィーダＦは部品供給テープ（部品を一定間隔おきに保持したテープ）を、リ
ールから引き取りつつフィーダ前部に送ることで、部品供給位置Ｏに部品を一定間隔で供
給するものである（図７参照）。
【００４１】
　４.搬送系の構成
　次に、実装対象の基板Ｐを搬送する搬送系について説明を行う。本実施形態では基板Ｐ
を基板搬送路Ｌに沿ってＸ方向に搬送するＸ軸搬送装置１００と、基板Ｐを中継位置Ｕと
基板停止位置Ｂとの間でＹ方向に往復搬送するＹ軸搬送装置２００の２種の装置を備えて
いる。
【００４２】
　（ａ）Ｘ軸搬送装置
　図４、図５に示すように、基板搬送路Ｌ上には３つの搬送コンベア１１０、１２０、１
３０が一列状に配置されている。各コンベア１１０～１３０の基本構成は同じであり、い
ずれのコンベアも一対の支持部材ＢＭ、ＢＦを備えている。
【００４３】
　各搬送コンベア１１０～１３０の支持部材ＢＭ、ＢＦはＸ軸方向に延びる縦長な形状を
なしており、Ｙ軸方向に向かい合っている。
【００４４】
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　そして、各支持部材ＢＭ、ＢＦの内壁であって、上部寄りの位置には搬送ローラ１４０
がＸ軸方向に複数個設けられ、これら各搬送ローラ１４０間に無端状の搬送ベルト１５０
が掛け渡されている。
【００４５】
　本実施形態では、各搬送コンベア１１０～１３０毎にコンベアモータ（図７参照）１５
５を設けており、これを作動させると、各搬送コンベア１１０～１３０を構成する搬送ベ
ルト１５０が循環駆動する。
【００４６】
　そして、図５にて示すように、全搬送コンベア１１０～１３０の搬送ベルト１５０は同
じ高さに合って、隣接するもの同士が段差なく連続している。
【００４７】
　そのため、隣接する２つの搬送コンベアを作動させると、上流側の搬送コンベアから下
流側の搬送コンベアに順々に基板Ｐを搬送できるようになっている。
【００４８】
　尚、図４にもあるように搬送コンベア１１０、１３０は共に、基台前部１２の端からＸ
方向外側にコンベア先端を突出させており、実装機に隣接する上流機（半田印刷装置、デ
ィスペンサ装置）或いは下流機（表面実装装置や、リフロー装置など）との間で基板Ｐを
搬入／搬出する構成となっている。
【００４９】
　また、図４、図５に示すように、各搬送コンベア１１０～１３０には基板ストッパ１６
１、１６２、１６３が設けられている。基板ストッパ１６１～１６３はエアシリンダを駆
動源として有し、シリンダロッドの先端にストッパピン１６６を備えている。
【００５０】
　係る基板ストッパ１６１、１６２、１６３は図５の紙面奥側に位置する支持部材ＢＦの
内壁に、ストッパピン１６６を上に向けて固定されている。
【００５１】
　そして、エアの給排によりストッパピン１６６を上昇させると、図６の（ｂ）に示すよ
うにピン先端が基板Ｐの搬送高さの上方に位置する（以下、上昇位置）。そのため、搬送
コンベア１１０に付設される基板ストッパ１６１を作動させると、図４にもあるようにコ
ンベア上を搬送される基板Ｐを基板停止位置Ａにて停止させることが出来る。
【００５２】
　又搬送コンベア１２０に付設される基板ストッパ１６２Ｒを作動させると、コンベア上
を搬送される基板Ｐを中継位置Ｕにて停止させることが出来、又搬送コンベア１３０に付
設される基板ストッパ１６３を作動させると、コンベア上を搬送される基板Ｐを基板停止
位置Ｃにて停止させることが出来る。
【００５３】
　一方、ストッパピン１６６を下降させると、図６の（ａ）に示すようにピン先端が基板
Ｐの搬送高さの下方に位置（以下、下降位置）するから、この状態であれば、途中で停止
することなく各搬送コンベア１１０～１３０により基板Ｐを搬送出来る。
【００５４】
　また、各基板ストッパ１６１～１６３の近傍（上流側近傍）には、各位置（基板停止位
置Ａ、中継位置Ｕ、基板停止位置Ｃ）における基板Ｐの有無を、検出する基板センサ１７
１～１７３がそれぞれ設けられている。
【００５５】
　本基板センサ１７１～１７３は検出光軸を形成する一対の投光素子、受光素子を、基板
Ｐの搬送経路を間に挟んで上下に対向配置したものである。検出動作について簡単に説明
すると、基板Ｐが各位置（基板停止位置Ａ、中継位置Ｕ、基板停止位置Ｃ）に停止してい
れば、検出光軸は基板Ｐによって遮られた状態になるから、基板センサ１７１～１７３の
出力は、例えば「Ｌレベル」の状態になる。
【００５６】
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　一方、基板Ｐが各位置（基板停止位置Ａ、中継位置Ｕ、基板停止位置Ｃ）に無ければ、
検出光軸が透光状態となるから、基板センサ１７１～１７３の出力は、例えば「Ｈレベル
」の状態になる。よって、基板センサ１７１～１７３の出力より、各位置（基板停止位置
Ａ、中継位置Ｕ、基板停止位置Ｃ）における基板の有無を検出できる。
【００５７】
　そして、上記基板センサ１７１～１７３の出力の変化タイミングは、次動作に対するト
リガとなっており、本実施形態では、基板センサ１７１～１７３の出力が透光状態に対応
する「Ｈレベル」から遮光状態に対応する「Ｌレベル」に変化した後、所定時間が経過す
ると、各搬送コンベア１１０～１３０を駆動停止させる処理を行われ、その後、次に説明
するバックアップ装置１８０を作動させる処理が自動的に行なわれる構成となっている。
【００５８】
　尚、上記所定時間については、各基板センサ１７１～１７３の検出光軸を横切った基板
の先端が、各基板ストッパ１６１～１６３に到達するのに必要とされる時間に、誤差分の
時間を加算した時間に設定しておくことが好ましい。
【００５９】
　バックアップ装置１８０は、複数本のバックアップピン１８１を起立姿勢に保持したテ
ーブル１８５を昇降可能に支持したものであり（図５参照）、昇降装置１８８を作動させ
ることでテーブル１８５と共にバックアップピン１８１を昇降できるようになっている。
【００６０】
　係るバックアップ装置１８０は各搬送コンベア１１０～１３０にそれぞれ設けられてお
り、テーブル１８５を上昇させると、各基板停止位置Ａ～Ｃにて停止した基板Ｐの下面を
バックアップピン１８１が下から持ち上げる。これにより、支持部材ＢＭ、ＢＦの上部に
設けられる基板押さえ片１９０との間に挟みこんで各基板停止位置Ａ～Ｃにて停止した基
板Ｐを移動不能にクランプできる（以下、拘束状態と呼ぶ）。
【００６１】
　また、クランプされた基板Ｐの下面はバックアップピン１８１により支持された状態と
なるから、実装により加わる圧力に抗することが可能となる。
【００６２】
　そして、上記の如く構成された搬送コンベア１１０～１３０のうち、中央に位置する第
二搬送コンベア１２０は、以下に説明するＹ軸搬送装置２００のスライドテーブル２１０
上に搭載されており、図４に示す中継位置Ｕと、図８に示す基板停止位置Ｂとの間を往復
移動する構成となっている。
【００６３】
　（ｂ）Ｙ軸搬送装置
　図８に示すように、基台１１上には、Ｙ軸ボール螺子軸２６０が軸をＹ軸方向に向けつ
つ、中継位置Ｕと基板停止位置Ｂとを渡すように配置されるとともに、Ｙ軸ボール螺子軸
２６０のＸ方向の両側にガイドレール２７０が一対設けられている。
【００６４】
　そして、Ｙ軸ボール螺子軸２６０の基台手前の軸端にはカップリング２６１を介してモ
ータ２６５が連結されている。
【００６５】
　また、図９に示す符号２１０は本発明の基板搬送ステージとして機能するスライドテー
ブルである。係るスライドテーブル２１０は平板状をなすとともに、ガイドレール２７０
に沿ってＹ軸方向に移動可能な構成とされ、上面にバックアップ装置１８０を含む第二搬
送コンベア１２０の全体を支持している。
【００６６】
　そして、スライドテーブル２１０の下面にはボールナット２１５が固定され、これがＹ
軸ボール螺子軸２６０に螺合している。
【００６７】
　これにより、モータ２６５を通電操作すると、ガイドレール２７０の案内作用を受けつ
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つ、スライドテーブル２１０がＹ軸ボール螺子軸２６０に沿って直線往復移動する。
【００６８】
　以上のことから、第二搬送コンベア１２０、バックアップ装置１８０を含むスライドテ
ーブル２１０の全体を、中継位置Ｕと基板停止位置Ｂとの間で往復移動させることが出来
る。
【００６９】
　５．異種基板への対応
　また、本実施形態では幅、長さなどサイズの異なる異種基板についても部品の実装を可
能とするべく、以下の構成をとっている。尚、以下の説明において基板幅とはＹ軸方向に
関する基板の寸法を指すものとし、また基板長とはＸ軸方向に関する基板の寸法を指すも
のとする。
【００７０】
　まず、基板幅の異なる基板については、コンベア幅を調整することで、基台１１上にお
ける搬送をＸ軸方向、Ｙ軸方向のいずれの方向についても可能とし、通常通り各部品実装
部３０Ａ～３０Ｃにて部品の実装を行うこととしている。
【００７１】
　図７を参照して搬送コンベア１３０に設けられるコンベア幅調整装置３１０を例に挙げ
て説明を行うと、基台１１の基台端にあたる図７の右寄りの位置には、モータ３３０と支
持ブロック３２０とが設置されている。支持ブロック３２０は上下に長い形状をなし、下
部寄りの位置にはＹ軸方向に軸を向けつつ、ボール螺子軸３４０が不図示の軸受け部材に
より軸受けされている。
【００７２】
　そして、ボール螺子軸３４０の軸端とモータ軸が共に、ギヤボックス３５０に差し込ま
れており、モータ側の動力をボール螺子軸３４０に伝達できる構成となっている。
【００７３】
　一方、支持部材ＢＭの下部寄りの位置にはボールナット３６０が固定され、これがボー
ル螺子軸３４０の外周に螺合している。
【００７４】
　以上のことから、モータ３３０を作動させるとボール螺子軸３４０に沿って、ボールナ
ット３６０、ひいては支持部材ＢＭがＹ軸方向に位置を変える結果、搬送コンベア１３０
のコンベア幅を調整出来る。
【００７５】
　このようなコンベア幅調整装置３１０を各搬送コンベア１１０～１３０がそれぞれ備え
ることで、基板幅（Ｙ軸方向に関する基板の大きさ）の異なる基板についても、Ｘ軸搬送
装置１００、Ｙ軸搬送装置２００を用いて基板Ｐを各基板停止位置Ａ～Ｃに搬送すること
が出来る。よって、全３つの部品実装部３０Ａ～３０Ｃにて実装作業を行うことが出来る
。
【００７６】
　次に、基板長が長い基板、特に全長が可動式の第二搬送コンベア１２０の全長より長く
搬送コンベア１２０内に収まらない長基板ＰＬであるが、これは、基板を第二搬送コンベ
ア１２０上に載せると、基板端が前後の搬送コンベア１１０、１３０に干渉するから、Ｙ
軸搬送装置２００を使用出来ない。よって、係る長基板ＰＬに対しては制御パターンを変
えることで部品の実装を可能としている。
【００７７】
　具体的には、基板搬送路Ｌ上において長基板ＰＬを、隣接する２つの搬送コンベアに跨
るように停止させる制御を行うこととしている。
【００７８】
　図１６に示すように、長基板ＰＬを搬送コンベア１２０と搬送コンベア１１０に跨るよ
うに停止させると、搬送方向後側にあたる長基板の後半分が部品実装部３０Ａのヘッドユ
二ット６０Ａの作業領域内に収まり、長基板ＰＬを搬送コンベア１３０と搬送コンベア１
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２０に跨るように停止させると、搬送方向前側にあたる長基板の前半分が部品実装部３０
Ｃのヘッドユ二ット６０Ｃの作業領域内に収まる。
【００７９】
　よって、長基板ＰＬに対して部品を実装するときには、全３つの部品実装部３０Ａ～３
０Ｃのうち、基板搬送路Ｌ上に位置する部品実装部３０Ａ、部品実装部３０Ｃにより長基
板の後側の領域と、前側の領域をそれぞれ分担して作業を行うことで、基板上の全領域に
対して部品の実装を支障なく行うことが出来る。
【００８０】
　尚、本実施形態では、図４、図５に示すように、基台中央に位置する可動式の搬送コン
ベア１２０に対して搬送方向の前後２箇所に基板ストッパ１６２Ｒ、１６２Ｆ、基板セン
サ１７２Ｒ、１７２Ｆを設けている。
【００８１】
　このように同一搬送コンベア１２０上に基板ストッパ、基板センサを複数個設けてある
のは、上記したように基板長の長短に応じて、基板搬送路Ｌ上における基板Ｐ、ＰＬの停
止位置を異ならせる必要があるからである。
【００８２】
　６.表面実装装置の電気的構成
　次に、上記の如く構成された表面実装装置１０の電気的構成を説明する。表面実装装置
１０の電気的構成は図１０に示す通りであり、実装装置全体を制御統括する制御装置５０
０に、実装データ記憶装置５１０、実装プログラム記憶装置５２０、実装系、搬送系の各
種装置が電気的に連なっている。
【００８３】
　実装系の装置には３０Ａ～３０Ｃの３つの部品実装部がある。そして、これら各部品実
装部３０Ａ～３０Ｃを構成するＸ軸モータ５７、Ｙ軸モータ４７、Ｚ軸モータ６５、バル
ブユ二ット６６、カメラ６８、フィーダＦが制御装置５００に電気的に連なっている。
【００８４】
　搬送系の装置には１１０～１３０の３つの搬送コンベアがあり、例えば第一搬送コンベ
ア１１０であれば、コンベア幅調整装置３１０、コンベアモータ１５５、基板ストッパ１
６１、基板センサ１７１などの各装置が制御装置５００に電気的に連なっている。
【００８５】
　また、第二搬送コンベア１２０は、スライドテーブル２１０と一体的にＹ軸方向に移動
可能とされているので、第一搬送コンベア１１０の備える電気的構成に加えてＹ軸搬送用
のモータ２６５が電気的に連なっている。また、第二搬送コンベア１２０には、コンベア
上の２箇所に基板ストッパと、基板センサが設けられているので、制御装置５００にこれ
ら２つの基板ストッパ１６２Ｆ、１６２Ｒと、２つの基板センサ１７２Ｆ、１７２Ｒが電
気的に連なっている。
【００８６】
　また、第三搬送コンベア１３０については、第一搬送コンベア１１０と同様に、コンベ
ア幅調整装置３１０、コンベアモータ１５５、基板ストッパ１６３、基板センサ１７３な
どの各装置が制御装置５００にそれぞれ電気的に連なっている。
【００８７】
　実装データ記憶装置５１０には、基板長、基板幅などの基板サイズに関する情報の他、
基板に実装される部品に関するデータ、すなわち実装される部品の種別、搭載位置、搭載
方向などが記憶されている。
【００８８】
　また、実装プログラム記憶装置５２０には、上記した実装系、搬送系の各装置を制御す
るプログラムが記憶されている。プログラムについては図１７～図２２を参照して後に簡
単に説明を行うが、大まかに言えば、基板長に応じた２つの制御パターン（通常基板の制
御パターン、長基板の制御パターン）を含んでいる。
【００８９】
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　７.一連の動作
　続いて、上記制御装置５００の制御の下に行われる部品実装作業について説明を行う。
制御装置５００は実装作業を開始するにあたって、実装データ記憶装置５１０から実装処
理の対象となる新規基板（基台上に新たに搬入される基板）に関する基板情報を読み出す
処理を、まず行う。
【００９０】
　その後、制御装置５００は読み出した新規基板の基板情報を基に、必要に応じて各コン
ベア幅調整装置３１０を作動させて、新規基板の基板幅に合わせて各搬送コンベア１１０
～１３０のコンベア幅を変更する。
【００９１】
　コンベア幅が新規基板の幅に調整されると、その後、基板長に応じた制御パターンが実
行されて、以下の如く実装作業が進められる。
【００９２】
　（Ａ）基板長が短い通常基板Ｐの制御パターンの場合
　通常基板Ｐの制御パターンの場合、各基板ストッパの初期位置は以下のように設定され
る。すなわち、搬送コンベア１１０の基板ストッパ１６１、搬送コンベア１２０の基板ス
トッパ１６２Ｒ、搬送コンベア１３０の基板ストッパ１６３の合計３つの基板ストッパに
ついては、いずれも図６の（ｂ）に示す上昇位置にストッパピン１６６がセットされる。
【００９３】
　一方、搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｆについては初期状態に加え、制御中
においても、ストッパピン１６６が常に下降位置に留められ、基板センサ１７２Ｆについ
も制御要素に組み込まれないようになっている。
【００９４】
　そして、印刷機等の上流機から通常基板Ｐが搬出されると、制御装置５００の指令の下
、搬送コンベア１１０が駆動される。これにより、一枚目の通常基板Ｐ１が、搬送コンベ
ア１１０を介して入り口側となる図１１の右側から機内に搬入される。
【００９５】
　そして、制御装置５００は基板の搬入と並行して、搬送コンベア１１０の基板センサ１
７１、搬送コンベア１２０の基板センサ１７２Ｒ、搬送コンベア１３０の基板センサ１７
３の出力状態を監視する。
【００９６】
　機内に搬入された一枚目の基板Ｐ１は、搬送コンベア１１０上をＸ軸方向下流側へと搬
送され、やがて、基板ストッパ１６１のストッパピン１６６に基板先端が当接し、基板停
止位置Ａに停止する。
【００９７】
　一方、１枚目の基板Ｐ１が基板停止位置Ａに達する直前には、検出光軸を基板先端が横
切るから基板センサ１７１の出力が透光状態に対応する「Ｈレベル」から遮光状態に対応
する「Ｌレベル」に変化する。
【００９８】
　すると、この出力の変化タイミングをトリガとして、制御装置５００は所定時間経過後
、搬送コンベア１１０を一時停止させる処理を実行し、その後搬送コンベア１１０のバッ
クアップ装置１８０を作動させる処理を実行する。
【００９９】
　これにより、バックアップピン１８１が上昇する結果、基板停止位置Ａに停止した基板
Ｐ１は、基板下面をバックアップされ拘束状態となる。
【０１００】
　尚、この状態では、基板停止位置Ａに停止した通常基板Ｐ１の全体が部品実装部３０Ａ
のヘッドユ二ット６０Ａの作業領域内に、丁度位置した状態となる。
【０１０１】
　その後、制御装置５００の指令の下、部品実装部３０Ａにより基板Ｐ１に対する部品の
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実装処理が行われる。
【０１０２】
　そして、部品実装部３０Ａの負担する部品実装処理が終了すると、制御装置５００は基
板Ｐ１の拘束を解くべく、バックアップ装置１８０を再び作動させる。これにより、バッ
クアップピン１８１が下降する結果、基板Ｐ１は拘束を解かれ、基板搬送路Ｌ上を搬送可
能な状態となる。
【０１０３】
　上記状態になると、制御装置５００の指令の下、基板ストッパ１６１のストッパピン１
６６を下降させる処理が行なわれ、同処理に続いて、搬送コンベア１１０、１２０が駆動
される。これにより、一枚目の基板Ｐ１は両搬送コンベア１１０、１２０により基板搬送
路Ｌを下流へと搬送されてゆく。
【０１０４】
　搬送開始後、一枚目の基板Ｐ１はＸ軸方向を下流に向かいつつ、搬送コンベア１１０の
基板ストッパ１６１上を移動してゆき、やがて基板ストッパ１６１を完全に通過（より具
体的には、基板後端が基板ストッパ１６１を通過）する。
【０１０５】
　すると、制御装置５００は、搬送コンベア１１０に設けられた基板センサ１７１の出力
に基づいて、下降状態にあった基板ストッパ１６１のストッパピン１６６を上昇位置に復
帰させる処理を行なう。
【０１０６】
　このように、本実施形態では、基板Ｐを下流に向けて搬送する場合、搬送動作の開始直
前に、基板ストッパのストッパピン１６６を一旦下降させ、移動を始めた基板Ｐが基板ス
トッパを完全に通過すると、下降状態にあるストッパピン１６６を上昇位置に復帰させる
制御を行っている。
【０１０７】
　尚、上記動作を実現するには、基板ストッパ１６１であれば、基板センサ１７１の出力
が遮光状態に対応する「Ｌレベル」から透光状態に対応する「Ｈレベル」に変化した後、
所定時間（基板センサ１７１を通過した基板の後端が、基板ストッパ１６１を通過するま
での時間に誤差分を加えた時間）が経過したら、ストッパピン１６６を復帰動作させてや
ればよい。
【０１０８】
　さて、搬送コンベア１１０、１２０の駆動により、搬送開始された基板Ｐ１は、やがて
搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｒに基板先端が当接し、中継位置Ｕにて停止す
る。
【０１０９】
　そして、１枚目の基板Ｐ１が中継位置Ｕに達する直前には、基板センサ１７２Ｒの出力
が透光状態に対応する「Ｈレベル」から遮光状態に対応する「Ｌレベル」に変化する。す
ると、この出力の変化タイミングをトリガとして、制御装置５００は所定時間経過後、搬
送コンベア１２０を一時停止させる処理を実行し、その後搬送コンベア１２０のバックア
ップ装置１８０を作動させる処理を実行する。
【０１１０】
　これにより、バックアップピン１８１が上昇する結果、中継位置Ｕに停止した基板Ｐ１
は、基板下面をバックアップされ拘束状態となる。
【０１１１】
　そして一枚目の基板Ｐ１の搬送と並行して、二枚目の基板Ｐ２が搬送コンベア１１０を
介して機内に搬入される。機内に搬入される二枚目の基板Ｐ２は、一枚目の基板Ｐ１と同
じ要領、すなわち基板ストッパ１６１のストッパピン１６６に先端が当接して基板停止位
置Ａに停止される。
【０１１２】
　そして二枚目の基板Ｐ２が基板停止位置Ａに達する直前には、基板センサ１７１の出力
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が透光状態に対応する「Ｈレベル」から遮光状態に対応する「Ｌレベル」に変化する。す
ると、この出力の変化タイミングをトリガとして、制御装置５００は所定時間経過後、搬
送コンベア１１０を一時停止させる処理を実行し、その後搬送コンベア１１０のバックア
ップ装置１８０を作動させる処理を実行する。
【０１１３】
　これにより、二枚目の基板Ｐ２は基板下面をバックアップされ、拘束された状態となる
。そして、両基板Ｐ１、基板Ｐ２が拘束状態となると、基板制御装置５００の指令の下、
Ｙ軸搬送装置２００が駆動される。これにより、中継位置Ｕにある一枚目の基板Ｐ１は中
継位置Ｕから基台奥部１３の基板停止位置Ｂに運ばれる（図１２参照）。
【０１１４】
　尚、この状態では、基板停止位置Ｂに停止した通常基板Ｐ１の全体が部品実装部３０Ｂ
のヘッドユ二ット６０Ｂの作業領域内に、丁度位置した状態となる。
【０１１５】
　かくして、各基板Ｐ１、Ｐ２が各基板停止位置Ａ、Ｂに位置する状態になると、制御装
置５００の指令の下、部品実装部３０Ａ、３０Ｂにより両基板Ｐ１、基板Ｐ２に対する部
品の実装処理が並行して進められる。そして、各部品実装部３０Ａ、３０Ｂの負担する実
装処理が終了すると、Ｙ軸搬送装置２００が駆動され、一枚目の基板Ｐ１は基板搬送路Ｌ
上の中継位置Ｕに戻される。
【０１１６】
　その後、制御装置５００は基板の拘束を解くべく、搬送コンベア１１０のバックアップ
装置１８０、搬送コンベア１２０のバックアップ装置１８０を再び作動させる。
【０１１７】
　これにより、各搬送コンベア１１０、１２０のバックアップピン１８１がいずれも下降
する結果、基板Ｐ１、基板Ｐ２は拘束を解かれ、基板搬送路Ｌ上を搬送可能な状態となる
。
【０１１８】
　上記状態になると、制御装置５００の指令の下、搬送コンベア１１０の基板ストッパ１
６１のストッパピン１６６、搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｒのストッパピン
１６６をそれぞれ下降させる処理が行なわれ、同処理に続いて、搬送コンベア１１０、１
２０、１３０が駆動される。これにより、両基板Ｐ１、Ｐ２は基板搬送路Ｌに沿って下流
へと搬送される。
【０１１９】
　その後、一枚目の基板Ｐ１が搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｒを通過すると
、基板ストッパ１６２Ｒを下降位置から上昇位置に復帰させる処理が行なわれ、また二枚
目の基板Ｐ２が搬送コンベア１１０の基板ストッパ１６１を通過すると、基板ストッパ１
６１を下降位置から上昇位置に復帰させる処理が行なわれる。
【０１２０】
　そして、基板搬送路Ｌを下流に向かって送られた一枚目の基板Ｐ１は基板先端が基板ス
トッパ１６３に当接して基板停止位置Ｃで停止され、二枚目の基板Ｐは基板先端が基板ス
トッパ１６２Ｒに当接して中継位置Ｕで停止される。
【０１２１】
　また、これら基板Ｐ１、Ｐ２の搬送と並行して、三枚目の基板Ｐ３が搬送コンベア１１
０を介して搬入され、係る三枚目の基板Ｐ３は基板ストッパ１６１により基板停止位置Ａ
にて停止される（図１３参照）。
【０１２２】
　そして各基板Ｐ１～Ｐ３が各位置（基板停止位置Ｃ、中継位置Ｕ、基板停止位置Ａ）に
達する直前には、各基板センサ１７１～１７３の出力が透光状態に対応する「Ｈレベル」
から遮光状態に対応する「Ｌレベル」に変化する。
【０１２３】
　すると、この出力の変化タイミングをトリガとして、制御装置５００は所定時間経過後
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、各搬送コンベア１１０～１３０を一時停止させる処理を実行し、その後各搬送コンベア
１１０～１３０のバックアップ装置１８０を作動させる処理を実行する。
【０１２４】
　これにより、各基板Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３はいずれも基板下面をバックアップされ、拘束状
態となる。
【０１２５】
　その後、Ｙ軸搬送装置２００が駆動され、中継位置Ｕにある二枚目の基板Ｐ２は基板停
止位置Ｂに運ばれる（図１４参照）。
【０１２６】
　尚、この状態では、基板停止位置Ｃに停止した通常基板Ｐ１の全体が部品実装部３０Ｃ
のヘッドユ二ット６０Ｃの作業領域内に丁度位置した状態となる。また、基板停止位置Ｂ
に停止した通常基板Ｐ２の全体が部品実装部３０Ｂのヘッドユ二ット６０Ｂの作業領域内
に丁度位置した状態となり、更には基板停止位置Ｃに停止した通常基板Ｐ３の全体が部品
実装部３０Ａのヘッドユ二ット６０Ａの作業領域内に丁度位置した状態となる。
【０１２７】
　そして、制御装置５００の指令の下、各基板停止位置Ａ～Ｃに停止した各基板に対して
部品の実装処理が、各部品実装部３０Ａ～３０Ｃにより並行して進められる。
【０１２８】
　そして、各部品実装部３０Ａ～３０Ｃの負担する部品実装処理が終了すると、制御装置
５００の指令の下、Ｙ軸搬送装置２００を駆動される処理が行われる。これにより、二枚
目の基板Ｐ２が中継位置Ｕに戻され、全三枚の基板Ｐ１～Ｐ３が基板搬送路Ｌ上に一列状
に並ぶ状態となる（図１３参照）。
【０１２９】
　その後、制御装置５００は各基板Ｐ１～Ｐ３の拘束を解くべく、搬送コンベア１１０の
バックアップ装置１８０、搬送コンベア１２０のバックアップ装置１８０、搬送コンベア
１３０のバックアップ装置１８０を再び作動させる。
【０１３０】
　これにより、各搬送コンベア１１０、１２０、１３０のバックアップピン１８１がいず
れも下降する結果、基板Ｐ１、基板Ｐ２、基板Ｐ３は拘束を解かれ、基板搬送路Ｌ上を搬
送可能な状態となる。
【０１３１】
　上記状態になると、制御装置５００の指令の下、搬送コンベア１１０の基板ストッパ１
６１のストッパピン１６６、搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｒのストッパピン
１６６、搬送コンベア１３０の基板ストッパ１６３のストッパピン１６６をそれぞれ下降
させる処理が行なわれ、同処理に続いて、Ｘ軸搬送装置１００を構成する全３つの搬送コ
ンベア１１０、１２０、１３０を駆動される処理が行われる。
【０１３２】
　これにより、全三枚の基板Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３は下流に向けて同時搬送され、全実装工程
（部品実装部３０Ａ～３０Ｃによる各部品実装処理）を終えた一枚の基板Ｐ１は搬送コン
ベア１３０を介して機外に搬出される。
【０１３３】
　そして、二枚目の基板Ｐ２は基板停止位置Ｃにて停止され、三枚目の基板Ｐ３は中継位
置Ｕにて停止される。また、これら基板Ｐ１～Ｐ３の搬送と並行して、４枚目の基板Ｐ４
が搬送コンベア１１０を介して機内に搬入され、基板停止位置Ａにて停止される。
【０１３４】
　その後、Ｙ軸搬送装置２００が駆動され、中継位置Ｕにある三枚目の基板Ｐ３は基板停
止位置Ｂに運ばれる。あとは、部品の実装、基板Ｐの搬送を交互に繰り返しつつ、上記要
領に従って実装処理が進められることとなる。
【０１３５】
（Ｂ）長基板ＰＬの制御パターンの場合
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　長基板ＰＬの制御パターンの場合、各基板ストッパの初期位置は以下のように設定され
る。すなわち、搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｆ、搬送コンベア１３０の基板
ストッパ１６３の２つの基板ストッパについては、いずれも図６の（ｂ）に示す上昇位置
にストッパピン１６６がセットされる。
【０１３６】
　一方、搬送コンベア１１０の基板ストッパ１６１、搬送コンベア１２０の基板ストッパ
１６２Ｒについては初期状態に加え、制御中においても、ストッパピン１６６は常に下降
位置に留められ、基板センサ１７１、基板センサ１７２Ｒの出力も制御要素に組み込まれ
ないようになっている。
【０１３７】
　そして、印刷機等の上流機から基板が搬出されると、制御装置５００の指令の下、搬送
コンベア１１０、１２０が駆動される。これにより、一枚目の長基板ＰＬ１が、搬送コン
ベア１１０を介して入り口側となる図１５の右側から機内に搬入される。
【０１３８】
　そして、制御装置５００は基板の搬入と並行して、搬送コンベア１２０の基板センサ１
７２Ｆ、搬送コンベア１３０の基板センサ１７３の出力状態を監視する。
【０１３９】
　機内に搬入された一枚目の長基板ＰＬ１は、搬送コンベア１１０、１２０によりＸ軸方
向下流側へと搬送され、やがて基板の先端が搬送コンベア１１０を通過し搬送コンベア１
２０上に達する。その後、基板先端が搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｆのスト
ッパピン１６６に当接し、長基板ＰＬ１は図１５にて示すように、第二搬送コンベア１２
０と第一搬送コンベア１１０の両コンベアに跨った第一跨り位置（本発明の「第一基板停
止位置（基板搬送ステージに跨りつつ前記第一部品実装部の作業領域に重なる基板搬送路
上の基板停止位置）」に相当）にて停止する。
【０１４０】
　この状態では、停止した長基板ＰＬ１の搬送方向後側にあたる後半分（図１５中におい
ては右半分）が部品実装部３０Ａのヘッドユ二ット６０Ａの作業領域内に、丁度位置した
状態となる。
【０１４１】
　言い換えれば、このような位置関係となるように、基板ストッパ１６２Ｆの配置（Ｘ軸
方向に関する位置）が長基板の基板長、ヘッドユニット６０Ａの作業領域の位置を考慮し
た上で設定してある。
【０１４２】
　一方、１枚目の長基板ＰＬ１が第一跨り位置に達する直前には、基板センサ１７２Ｆの
出力が透光状態に対応する「Ｈレベル」から遮光状態に対応する「Ｌレベル」に変化する
。
【０１４３】
　すると、この出力の変化タイミングをトリガとして、制御装置５００は所定時間経過後
、両搬送コンベア１１０、１２０を一時停止させる処理を実行し、その後搬送コンベア１
１０のバックアップ装置１８０を作動させる処理を実行する。
【０１４４】
　これにより、バックアップピン１８１が上昇する結果、第一跨り位置に停止した長基板
ＰＬ１は、基板下面をバックアップされ拘束状態となる。
【０１４５】
　その後、制御装置５００の指令の下、部品実装部３０Ａのヘッドユニット６０Ａにより
長基板ＰＬ１に対する部品の実装処理が行われる。係る部品実装処理により、長基板ＰＬ
１の後半分（図１５中においては右半分）の領域に部品が実装される。
【０１４６】
　そして、部品実装部３０Ａの負担する部品実装処理が終了すると、制御装置５００は基
板の拘束を解くべく、搬送コンベア１１０のバックアップ装置１８０を再び作動させる。
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【０１４７】
　これにより、バックアップ装置１８０のバックアップピン１８１がいずれも下降する結
果、長基板ＰＬ１は拘束を解かれ、基板搬送路Ｌ上を搬送可能な状態となる。
【０１４８】
　上記状態になると、制御装置５００の指令の下、基板ストッパ１６２Ｆのストッパピン
１６６を下降させる処理が行なわれ、同処理に続いて、搬送コンベア１１０、１２０、１
３０が駆動される。これにより、一枚目の長基板ＰＬ１は搬送コンベア１１０～１３０に
より基板搬送路Ｌを下流へと搬送されてゆく。
【０１４９】
　搬送開始後、一枚目の長基板ＰＬ１はＸ軸方向を下流へと搬送されつつ、搬送コンベア
１２０の基板ストッパ１６２Ｆ上を移動してゆき、やがて基板ストッパ１６２Ｆを完全に
通過（より具体的には、基板後端が基板ストッパ１６２Ｆを通過）する。
【０１５０】
　すると、制御装置５００は、搬送コンベア１２０に設けられた基板センサ１７２Ｆの出
力に基づいて、下降状態にあった基板ストッパ１６２Ｆのストッパピン１６６を上昇位置
に復帰させる処理を行なう。
【０１５１】
　このように、本実施形態では、長基板ＰＬを下流に向けて搬送する場合においても、搬
送動作の直前にストッパピン１６６を一旦下降させ、移動を始めた長基板ＰＬがストッパ
ピン１６６を完全に通過（より具体的には、基板後端がストッパピン１６６を通過）する
と、下降させたストッパピン１６６を上昇位置に復帰させる制御を行っている。
【０１５２】
　さて、搬送コンベア１１０、１２０、１３０の駆動により、搬送開始された一枚目の長
基板ＰＬ１は、やがて搬送コンベア１３０の基板ストッパ１６３に基板先端が当接し、図
１６にて示すように、第三搬送コンベア１３０と第二搬送コンベア１２０の両コンベアに
跨った第二跨り位置（本発明の「第二基板停止位置（前記基板停止位置にて作業領域から
はみ出した長基板の一部を作業領域内に含める他の基板停止位置）」に相当）にて停止す
る。
【０１５３】
　この状態では、停止した長基板ＰＬ１の搬送方向前側にあたる前半分（図１６中におい
ては左半分）が部品実装部３０Ｃのヘッドユ二ット６０Ｃ作業領域内に、丁度位置した状
態となる。
【０１５４】
　言い換えれば、このような位置関係となるように、基板ストッパ１６３の配置（Ｘ軸方
向に関する位置）が長基板の基板長、ヘッドユニット６０Ｃの作業領域の位置を考慮した
上で設定してある。尚、本実施形態では、基板ストッパ１６３については通常基板Ｐの基
板ストッパを兼用している。
【０１５５】
　そして一枚目の長基板ＰＬ１の搬送と並行して、二枚目の長基板ＰＬ２が搬送コンベア
１１０、１２０を介して機内に搬入される。機内に搬入される二枚目の長基板ＰＬ２は、
一枚目の基板Ｐ１と同じ要領、すなわち搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｆのス
トッパピン１６６に基板先端が当接し、第二搬送コンベア１２０と第一搬送コンベア１１
０の両コンベアに跨った第一跨り位置にて停止する。
【０１５６】
　そして、１枚目の長基板ＰＬ１が第二跨り位置に達する直前には、基板センサ１７３の
出力が透光状態に対応する「Ｈレベル」から遮光状態に対応する「Ｌレベル」に変化し、
また、２枚目の長基板ＰＬ２が第一跨り位置に達する直前には、基板センサ１７２Ｆの出
力が透光状態に対応する「Ｈレベル」から遮光状態に対応する「Ｌレベル」に変化する。
【０１５７】
　すると、これら両基板センサ１７２Ｆ、１７３の出力が「Ｈレベル」から「Ｌレベル」
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に変化する変化タイミングのうち、遅い方の変化タイミングをトリガとして、制御装置５
００は所定時間経過後、搬送コンベア１１０～１３０を一時停止させる処理を実行し、そ
の後搬送コンベア１１０、１３０のバックアップ装置１８０を作動させる処理を実行する
。
【０１５８】
　これにより、バックアップピン１８１が上昇する結果、搬送コンベア１３０と搬送コン
ベア１２０の両コンベアに跨って停止した長基板ＰＬ１は、搬送コンベア１３０のバック
アップ装置１８０により基板下面をバックアップされ、拘束状態となる。
【０１５９】
　また、搬送コンベア１２０と搬送コンベア１１０の両コンベアに跨って停止した長基板
ＰＬ２は、搬送コンベア１１０のバックアップ装置１８０により基板下面をバックアップ
され、拘束状態となる。
【０１６０】
　その後、制御装置５００の指令の下、部品実装部３０Ｃによる長基板ＰＬ１に対する部
品の実装処理と、部品実装部３０Ａによる長基板ＰＬ２に対する部品の実装処理が並行し
て進められる。
【０１６１】
　係る部品実装処理により、長基板ＰＬ２の後半分（図１６中においては右半分）の領域
に部品が実装される。また、長基板ＰＬ１については部品未実装の残る領域、すなわち前
半分（図１６中においては左半分）の領域に部品が実装される。これにて、長基板ＰＬ１
については、基板上の全領域に部品が実装されることとなる。
【０１６２】
　そして、両部品実装部３０Ａ、３０Ｃによる部品の実装処理が完了すると、制御装置５
００は各長基板の拘束を解くべく、各搬送コンベア１１０～１３０のバックアップ装置１
８０を再び作動させる。
【０１６３】
　これにより、各バックアップ装置１１０～１３０のバックアップピン１８１がいずれも
下降する結果、長基板ＰＬ１、ＰＬ２は拘束を解かれ、基板搬送路Ｌ上を搬送可能な状態
となる。
【０１６４】
　その後、制御装置５００の指令の下、搬送コンベア１２０の基板ストッパ１６２Ｆのス
トッパピン１６６、搬送コンベア１３０の基板ストッパ１６３のストッパピン１６６をそ
れぞれ下降させる処理が行なわれ、同処理に続いて、Ｘ軸搬送装置１００を構成する全３
つの搬送コンベア１１０、１２０、１３０を駆動させる処理が行われる。これにより、全
二枚の長基板ＰＬ１、ＰＬ２は下流に向けて同時搬送される。
【０１６５】
　かくして、全実装工程を終えた一枚目の長基板ＰＬ１は搬送コンベア１３０を介して機
外に搬出される。あとは、部品の実装、長基板ＰＬの搬送を交互に繰り返しつつ、上記要
領に従って実装処理が進められることとなる。
【０１６６】
　以上の述べたように、本実施形態においては、基板長の短い通常基板Ｐに対して部品を
実装する場合には、基板搬送路ＬからＹ軸方向にオフセットした位置にある部品実装部３
０Ｂを含む全３つの部品実装部３０Ａ～３０Ｃを使用して部品の実装を行う一方、長基板
ＰＬに対して部品を実装する場合には、基板搬送路Ｌ上に位置する２つの部品実装部３０
Ａ、３０Ｃのみを使用して部品の実装を行うこととている。
【０１６７】
　すなわち、１枚の通常基板Ｐは基台１１上の３箇所で順次実装が行われるとともに、表
面実装機装置１０としては、基台１１上の３箇所にて同時に実装動作が実施され、かつ基
板の搬送も３基板同時に実施されるので実装効率がよい。そして、１枚の長基板ＰＬは基
台１１上の２箇所で順次実装が行われるとともに、表面実装装置１０としては基台１１上
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の２箇所で同時に実装動作が実施され、かつ基板の搬送も２基板同時に実行されるので実
装効率がよい。
【０１６８】
　８．上記一連の動作を実行させる制御プログラム
　本実施形態では、基台１１上に３つの搬送コンベア１１０～１３０と３つの部品実装部
３０Ａ～３０Ｃを設けており、これらが独立して同時並行的に動作するから、基本的には
３種の異なる動作プログラムが必要である。
【０１６９】
　本実施形態では、３種の異なる動作プログラムを「Ｌ」、「Ｍ」、「Ｎ」の３つの変数
を用いて実装プログラムとして統合しており、統合された実装プログラムの３変数をそれ
ぞれ以下のように書き換えると、各実装ユ二ット用の動作プログラムとして使用できる（
図１７参照）。
【０１７０】
　具体的には、変数「Ｌ」を「１」に書き換え、変数「Ｍ」を「１」に書き換え、変数「
Ｎ」を「２」に書き換えると、第一搬送コンベア１１０と部品実装部３０Ａとからなる実
装ユ二ット１用の動作プログラム１となる。
【０１７１】
　また変数「Ｌ」を「２」に書き換え、変数「Ｍ」を「２－１」に書き換え、変数「Ｎ」
を「３」に書き換えると、第二搬送コンベア１２０と部品実装部３０Ｂとからなる実装ユ
二ット２用の動作プログラム２となる。
【０１７２】
　そして、変数「Ｌ」を「３」に書き換え、変数「Ｍ」を「３」に書き換え、変数「Ｎ」
を「４」に書き換えると、第三搬送コンベア１３０と部品実装部３０Ｃとからなる実装ユ
二ット３用の動作プログラム３となる。
【０１７３】
　以下、図１８～図２１を参照して、実装ユ二ット１用の動作プログラム１を、プログラ
ムブロック毎に簡単に説明する。
【０１７４】
　尚、プログラム中に記載してある搬送コンベア１が図４中の搬送コンベア１１０に、搬
送コンベア２が図４中の搬送コンベア１２０に、搬送コンベア３が図４中の搬送コンベア
１３０にそれぞれ対応している。
【０１７５】
　また、基板センサ１が図４中の基板センサ１７１に、基板センサ２－１が図４中の基板
センサ１７２Ｒに、基板センサ２－２が図４中の基板センサ１７２Ｆに、基板センサ３が
図４中の基板センサ１７３にそれぞれ対応している。
【０１７６】
　また、基板ストッパ１が図４中の基板ストッパ１６１に、基板ストッパ２－１が図４中
の基板ストッパ１６２Ｒに、基板ストッパ２－２が図４中の基板ストッパ１６２Ｆに、基
板ストッパ３が図４中の基板ストッパ１６３にそれぞれ対応している。
【０１７７】
　さて、図１８に示すプログラムブロック♯１は、基台１１上に上流機（動作プログラム
２、３の場合においては上流側の実装ユニット）から新規基板が搬入される際に実行され
る処理であり、まず、新規基板と既に基台１１上に搬入され実装作業が進められている先
行基板とが同種の基板であるかを照合する処理が行われる。照合結果に応じて処理は分岐
し、新規基板が先行基板と同種であればプログラムブロック♯１を出て、処理はＢ１へと
移行する。
【０１７８】
　一方、新規基板が先行基板と異なる種別のものであればプログラムブロック♯１を構成
する各処理が順に実行され、基板長に応じて再び処理は分岐する。すなわち、基板長の短
い通常基板Ｐであれば、プログラムブロック♯１を出て、処理はＡ４へと移行する。
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【０１７９】
　一方、長基板ＰＬであれば、プログラムブロック♯１を構成する残りの処理が順に実行
され、必要に応じて搬送コンベア１、２の幅の変更する処理が実行される。
【０１８０】
　次に、図１９において上段に示すプログラムブロック♯２について説明する。プログラ
ムブロック♯２は、実装ユニット１において搬入された新規基板が長基板である場合に実
行される処理である。
【０１８１】
　係るプログラムブロック♯２は長基板ＰＬを基板搬送路Ｌ上の所定位置に停止させバッ
クアップする処理を実行するためのプログラムであり、プログラムブロック♯２を構成す
る各処理を順に実行することで、基台上に搬入された長基板を図１５に示す第一跨り位置
に停止させ、バックアップ装置１８０によりバックアップ出来る。
【０１８２】
　尚、実装ユニット１用の動作プログラム１を識別するための変数「Ｍ」を「１」にして
いるが、実装ユニット１において長基板に対して実装処理を行う場合、このプログラムブ
ロック♯２の中で、変数「Ｍ」を「２－２」に書き換え、更に変数「Ｎ」を「３」に書き
換えることで、下記するプログラムブロック♯８との整合を取っている。
【０１８３】
　次に、図１９において中段に示すプログラムブロック♯３について説明する。プログラ
ムブロック♯３は、搬入された新規基板が長基板である場合に、実装ユ二ット２側にて実
行される処理であり、係るプログラムブロック♯３を実行することで、実装ユ二ット２側
の動作プログラム２が停止状態となる。
【０１８４】
　このような処理を設けてあるのは、長基板ＰＬに部品を実装する際には、部品実装部３
０Ａ、部品実装部３０Ｃのみを使用し、実装ユニット２を構成する部品実装部３０Ｂは使
用されないからである。また、同処理によりＹ軸搬送装置２００も停止状態となる結果、
スライドテーブル２１０、ひいては第二搬送コンベア１２０は基板搬送路Ｌ上の中継位置
Ｕに留まる状態となる。
【０１８５】
　次に、図１９において下段に示すプログラムブロック♯４について説明する。プログラ
ムブロック♯４は、長基板から通常サイズの基板に基板の種別が切り替る場合に実行され
る処理であり、必要に応じてコンベア幅の調整が行われる。
【０１８６】
　次に、図２０において上段に示すプログラムブロック♯５について説明する。プログラ
ムブロック♯５は、新規基板として通常サイズの基板が搬入された場合に実行される処理
である。係るプログラムブロック♯５は基板Ｐを基板搬送路Ｌ上の所定位置に停止させバ
ックアップする処理を実行するためのプログラムであり、プログラムブロック♯５を構成
する各処理を順に実行することで、基台上に搬入された基板Ｐを図１１に示す基板停止位
置Ａに停止させ、バックアップ装置１８０によりバックアップ出来る。
【０１８７】
　次に、図２０において下段に示すプログラムブロック♯６について説明する。プログラ
ムブロック♯６は、処理の初段に、実装動作プログラムが組み込まれている。実装動作プ
ログラム（図２２参照）は各部品実装部３０が実装動作を実行するためのプログラムであ
り、係る実装動作プログラムを順に実行することで基板に対し部品が実装される。
【０１８８】
　プログラムブロック♯６は、上記した実装動作プログラムのほか、この実装動作プログ
ラムによる実装動作が終了した実装ユニットを記録するためのフラブ処理、各種の判定処
理を設けており、判定結果に応じて処理が分岐する。例えば、実装処理の対象となった新
規基板が通常基板Ｐである場合には、プログラムブロック♯６を出て、処理はＡ７へと移
行する
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【０１８９】
　一方、実装処理の対象となった新規基板が長基板ＰＬである場合には、プログラムブロ
ック♯６を構成する後段の各処理が順に実行される。係るプログラムブロック♯６の後段
の処理は、拘束を解除して長基板ＰＬを下流側に搬送させるプログラムであり、プログラ
ムブロック♯６を構成する各処理を順に実行することで、バックアップ装置１８０、基板
ストッパ１６２Ｆによる拘束が解かれ、その後、各搬送コンベア１１０～１３０が駆動さ
れる。これにより、実装処理済みの長基板ＰＬは基板搬送路Ｌを下流へと搬送されること
となる。
【０１９０】
　尚、プログラムブロック♯６中にある文字Ｑとは、部品実装処理が完了した状態にある
か否かを判別するためのフラブであり、Ｑ（１）→１であれば、実装ユ二ット１において
実装処理が完了した状態にあることを意味し、Ｑ（１）→０であれば、実装ユ二ット１に
おいて実装処理が完了していないことを意味している。
【０１９１】
　次に、図２１に記載のプログラムブロック♯７、プログラムブロック♯８について説明
する。両プログラムブロック♯７、♯８は、プログラムブロック♯６の後段の処理と同種
の処理であり、これらプログラムブロック♯７、♯８を構成する各処理を順に進めること
で、実装処理済みの基板（基板長の短い通常基板）は基板搬送路Ｌを下流へと搬送される
こととなる。
【０１９２】
　実装ユニット１用の動作プログラム１において、変数「Ｎ」は、通常基板を対象に実装
処理が行なわれる場合には「２」のままである。
【０１９３】
　そのため、プログラムブロック♯８におけるＱ（Ｎ）＝１の判定処理は、通常基板を対
象に実装処理が行われる場合であれば、下流側となる実装ユニット２、或いは３を対象に
実装が終了したか否か、すなわち実装ユニット１、或いは２から基板を搬出可能か否かが
確認される。
【０１９４】
　尚、搬出が完了したかの確認は基板センサＭ（実装ユニット１用の動作プログラム１に
おいては変数「Ｍ」は通常基板を対象に実装処理が行われる場合は「１」のまま、長基板
を対象に実装処理が行われる場合には「２－２」に書き換えられる。）の出力に基づいて
実施している。
【０１９５】
　上記では、各プログラムブロック♯１～♯８の大まかな処理を、実装ユ二ット１を例に
とって簡単に説明したが、実際には制御装置５００が実装ユ二ット１の動作プログラム１
、実装ユ二ット２の動作プログラム２、実装ユ二ット３の動作プログラム３を同時並行し
て処理し、各実装ユ二ット１～３を構成する搬送系、実装系の各装置を適宜制御する。
【０１９６】
　これにより、基板長の長／短に応じて異なる制御パターンが実行され、通常基板Ｐに対
して部品を実装する場合には、基板搬送路ＬからＹ軸方向にオフセットした位置にある部
品実装部３０Ｂを含む全３つの部品実装部３０Ａ～３０Ｃにより実装処理が行われ、また
長基板ＰＬに対して部品を実装する場合には、基板搬送路Ｌ上に位置する２つの部品実装
部３０Ａ、３０Ｃのみにより実装処理が行われる。
【０１９７】
　以上述べたように、本実施形態に適用の表面実装装置１０によれば、制御装置５００が
基板長の長／短に応じて制御パターンを使い分けているから、同一の表面実装装置１０に
より基板長の長い長基板ＰＬ、及び基板長の短い通常基板Ｐの双方に対応できる。
【０１９８】
　具体的には、通常基板Ｐの場合には、複数の部品実装部３０Ａ～３０Ｃにより同時並行
的に実装処理が進められるから部品の実装効率がよく、タクトタイムの短縮に効果的であ
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る。
【０１９９】
　一方、長基板ＰＬについては、搬送コンベア１２０と搬送コンベア１１０の両コンベア
に跨る第一跨り位置に停止させると、長基板ＰＬの後半分が部品実装部３０Ａの作業領域
に収まり、また搬送コンベア１３０と搬送コンベア１２０の両コンベアに跨る第二跨り位
置に停止させると、長基板ＰＬの前半分が部品実装部３０Ｃの作業領域に収まる。
【０２００】
　よって、両部品実装部３０Ａ、３０Ｃを用いて実装作業を行えば、長基板ＰＬの全領域
に漏れなく部品を実装することが可能となる。
【０２０１】
　また、本実施形態では、長基板ＰＬを停止させる基板ストッパと、通常基板Ｐを停止さ
せる基板ストッパが一部共用化されている。具体的には、搬送コンベア１３０に設けられ
る基板ストッパ１６３が共用化されている。このような構成であれば、基板ストッパ、引
いては基板センサの設置個数を少なく出来る（部品点数の削減）。
【０２０２】
　また、本実施形態では、コンベア幅調整装置３１０を設けて、搬送コンベア１１０～１
３０のコンベア幅を調整できるようにしてある。このような構成としておけば、基板幅に
拘わらず基台１１上における基板の搬送、引いては基板Ｐ、ＰＬに対する部品の実装が可
能となるので、商品性が高い。
【０２０３】
　そして、実施形態１では、部品実装部３０Ｂを構成するベース部材５１Ｂを支持する一
方の支持脚３５を、上流側に位置する部品実装部３０Ａを構成するベース部材５１Ａを支
持する両支持脚３２、３３の中間に位置させている。また、部品実装部３０Ｂを構成する
ベース部材５１Ｂを支持する他方の支持脚３６についても、下流側の部品実装部３０Ｃを
構成するベース部材５１Ｃを支持する両支持脚３３、３４の中間に位置させている。
【０２０４】
　このように、本実施形態では、部品実装部３０Ａ～３０Ｃの配置スペース（Ｘ軸方向の
配置スペース）を、隣接する部品実装部３０Ａ～３０Ｃの配置スペース（Ｘ軸方向の配置
スペース）に重ねている。このような構成であれば、基台１１、ひいては表面実装装置１
０の全体をＸ軸方向に小型化できる。
【０２０５】
　＜実施形態２＞
　次に、本発明の実施形態２を図２３、図２４によって説明する。
　実施形態１では、基台１１上に３つの部品実装部３０Ａ～３０ＣをＸ軸方向に並べて配
置した例を挙げた。これに対して、実施形態２では、基台６１０上に２つの部品実装部６
２０、６３０をＸ軸方向に並べて配置してある。具体的には、図２３において右側（基板
搬送方向の上流）に位置する部品実装部６２０は作業領域が基板搬送路Ｌ上にあり、また
、図２３において左側の部品実装部６３０は作業領域が基板搬送路ＬからＹ方向に離れた
位置にある。
【０２０６】
　そして、各部品実装部６２０、６３０に対応して基台６１０上には２つの搬送コンベア
６５０、６６０が設けられている。これら２つの搬送コンベア６５０、６６０のうち、部
品実装部６２０に対応する搬送コンベア６５０は基板搬送路Ｌに固定的に設置されている
固定式のコンベアとされている。
【０２０７】
　これに対して、部品実装部６３０に対応する搬送コンベア６６０はＹ軸方向に移動可能
な可動とされた不図示のスライドテーブル（実施形態１のスライドテーブルと同種の構造
）上に載置固定されており、基板Ｐを基板搬送路Ｌと部品実装部６３０との間にて移動で
きる構成となっている。
【０２０８】
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　本例では、基板長の短い通常基板Ｐは、図２３にて示すように、部品実装部６２０、部
品実装部６３０の双方の部品実装部により部品の実装が行われる。
【０２０９】
　一方、基板長が長い長基板ＰＬは、基板搬送路Ｌ上に作業領域を有する部品実装部６２
０のみを利用して部品の実装が行われる。具体的には、長基板ＰＬは基台６１０上に搬入
されると、図２４の上段に示す位置、すなわち基板先端Ｆが部品実装部６２０の作業領域
から、はみださない位置にて、搬送コンベア６５０に設けられる基板ストッパ６８１によ
り停止される。
【０２１０】
　そして、同位置に停止した長基板ＰＬに対して、部品実装部６２０により、搬送方向前
側にあたる基板の前半分（図２４では左半分）の領域に部品の実装処理が行なわれる。
【０２１１】
　その後、前半分の実装を終えた長基板ＰＬは基板搬送路Ｌを下流へと搬送され、今度は
図２４の下段に示すように、搬送コンベア６６０と搬送コンベア６５０に跨る位置に、搬
送コンベア６６０に設けられる基板ストッパ６８２により停止される。そして、同位置に
停止した長基板ＰＬに対して、部品実装部６２０により、残り半分（図２４では右半分）
の領域に部品の実装処理が行なわれる。
【０２１２】
　そして、実施形態１では、部品実装部３０Ｂを構成するベース部材５１Ｂを支持する支
持脚３５を、上流側に位置する部品実装部３０Ａを構成するベース部材５１Ａを支持する
支持脚３２、３３の中間に位置させ、また部品実装部３０Ａを構成するベース部材５１Ａ
を支持する支持脚３３を、下流側の部品実装部３０Ｂを構成するベース部材５１Ｂを支持
する支持脚３５、３６の中間に位置させ、部品実装部３０Ｂの支持脚の配置スペースと、
部品実装部３０Ａの支持脚の配置スペースとをＸ軸方向に重ねる構成をとっている。
【０２１３】
　図面上は省略してあるが、実施形態２も実施形態１と同様に、上流側に位置する部品実
装部６２０を支持する支持脚の配置スペースと、下流側に位置する部品実装部６３０を支
持する支持脚の配置スペースをＸ軸方向にて重ねている。
【０２１４】
　これにより、実施形態１と同様、表面実装装置のＸ軸方向の全長を短くすることが出来
、更にはこの表面実装装置を１ないし複数台組み込んだ実装ラインをコンパクトに出来る
。そして、更に、基板長の短い通常基板は基台６１０上の２箇所で順次実装が行われると
共に、表面実装装置としては、基台６１０上の２箇所にて同時に実装動作が実施され、か
つ基板の搬送も２基板同時に実施されるので実装効率がよい。そして、１枚の長基板ＰＬ
は基台６１０上の２箇所で順次実装で基板上の全領域に部品の実装が可能である。
【０２１５】
　また、本実施形態では、長基板ＰＬを停止させる基板ストッパと、通常基板Ｐを停止さ
せる基板ストッパが一部共用化されている。具体的には、搬送コンベア６５０に設けられ
る基板ストッパ６８１が共用化されている。このような構成であれば、基板ストッパ、引
いては基板センサの設置個数を少なく出来る（部品点数の削減）。
【０２１６】
　尚、図２３、図２４中において符号６２５は部品実装部６２０を構成するヘッドユ二ッ
ト、符号６３５は部品実装部６３０を構成するヘッドユ二ットである。
【０２１７】
　また、この実施形態の部品実装部６２０が本発明の「第一部品実装部」に相当し、部品
実装部６３０が本発明の「第二部品実装部」に相当している。そして、図２４において下
段に示す長基板の停止位置が本発明における「基板搬送ステージに跨りつつ前記第一部品
実装部の作業領域に重なる基板搬送路上の基板停止位置」に相当し、図２４において上段
に示す長基板の停止位置が本発明における「長基板の一部を作業領域内に含める他の基板
停止位置」に相当している。
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【０２１８】
　＜実施形態３＞
　次に、本発明の実施形態３を図２５、図２６によって説明する。
　実施形態１では、基台１１上に３つの部品実装部３０Ａ～３０ＣをＸ軸方向に並べて配
置した例を挙げた。これに対して、実施形態３では、基台７１０上に２つの部品実装部７
２０、７３０をＸ軸方向に並べて配置してある。具体的には、図２５において左側（基板
搬送方向の下流）に位置する部品実装部７３０は作業領域が基板搬送路Ｌ上にあり、また
、図２５において右側の部品実装部７２０は作業領域が基板搬送路ＬからＹ方向に離れた
位置にある。
【０２１９】
　そして、各部品実装部７２０、７３０に対応して基台７１０上には２つの搬送コンベア
７５０、７６０が設けられている。これら２つの搬送コンベア７５０、７６０のうち、部
品実装部７３０に対応する搬送コンベア７６０は基板搬送路Ｌに固定的に設置されている
固定式のコンベアとされている。
【０２２０】
　これに対して、部品実装部７２０に対応する搬送コンベア７５０は、Ｙ軸方向に移動可
能な可動とされた不図示のスライドテーブル（実施形態１のスライドテーブルと同種の構
造のもの）上に載置固定されており、基板Ｐを基板搬送路Ｌと部品実装部７２０との間に
て移動できる構成となっている。
【０２２１】
　本例では、基板長の短い通常基板Ｐは、図２５にて示すように、部品実装部７２０、部
品実装部７３０の双方の部品実装部により部品の実装が行われる。
【０２２２】
　一方、基板長が長い長基板ＰＬは、基板搬送路Ｌ上に作業領域を有する部品実装部７３
０のみを利用して部品の実装が行われる。具体的には、長基板ＰＬは基台７１０上に搬入
されると、図２６の上段に示す位置、すなわち搬送コンベア７６０と搬送コンベア７５０
に跨る位置に、搬送コンベア７６０に設けられる基板ストッパ７８２により停止される。
そして、同位置に停止した長基板ＰＬに対して、部品実装部７３０により、搬送方向前側
にあたる基板の前半分（図２６では左半分）の領域に部品の実装処理が行なわれる。
【０２２３】
　その後、前半分の実装を終えた長基板ＰＬは基板搬送路Ｌを下流へと搬送され、今度は
図２６の下段に示すように、搬送コンベア７６０より基板先端を突出させた位置に、基板
ストッパ７８１により停止される。そして、同位置に停止した長基板ＰＬに対して、部品
実装部６２０により、残り半分（図２６では右半分）の領域に部品の実装処理が行なわれ
る。
【０２２４】
　そして図面上は省略してあるが、実施形態３も実施形態１と同様に、上流側に位置する
部品実装部７２０を支持する支持脚の配置スペースと下流側に位置する部品実装部７３０
を支持する支持脚の配置スペースとをＸ軸方向にて重ねている。
【０２２５】
　これにより、実施形態１～２と同様、表面実装装置のＸ軸方向の全長を短くすることが
出来、更にはこの表面実装装置を１ないし複数台組み込んだ実装ラインをコンパクトに出
来る。そして、更に、基板長の短い通常基板は基台７１０上の２箇所で順次実装が行われ
ると共に、表面実装装置としては、基台７１０上の２箇所にて同時に実装動作が実施され
、かつ基板の搬送も２基板同時に実施されるので実装効率がよい。そして、１枚の長基板
ＰＬは基台７１０上の２箇所で順次実装で基板上の全領域に部品の実装が可能である。
【０２２６】
　また、本実施形態では、長基板ＰＬを停止させる基板ストッパと、通常基板Ｐを停止さ
せる基板ストッパが一部共用化されている。具体的には、搬送コンベア７６０に設けられ
る基板ストッパ７８２が共用化されている。このような構成であれば、基板ストッパ、引
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いては基板センサの設置個数を少なく出来る（部品点数の削減）。
【０２２７】
　尚、図２６の下段の位置に長基板ＰＬを停止させるには、長基板ＰＬを図２６の下段に
位置を超えて更に下流まで搬送した後、コンベアの駆動方向を反転させて基板を搬送方向
上流に送り、搬送コンベア７３０に設けられる基板ストッパ７８１に基板の後端を当てて
やればよい。また、図２５、図２６中において符号７２５は部品実装部７２０を構成する
ヘッドユ二ット、符号７３５は部品実装部７３０を構成するヘッドユ二ットである。
【０２２８】
　また、この実施形態の部品実装部７３０が本発明の「第一部品実装部」に相当し、部品
実装部７２０が本発明の「第二部品実装部」に相当している。そして、図２６において上
段に示す長基板の停止位置が本発明における「基板搬送ステージに跨りつつ前記第一部品
実装部の作業領域に重なる基板搬送路上の基板停止位置」に相当し、図２６において下段
に示す長基板の停止位置が本発明における「長基板の一部を作業領域内に含める他の基板
停止位置」に相当している。
【０２２９】
　＜実施形態４＞
　実施形態４のものは、実施形態２の構成をやや変形させたものであり、図２７において
右側に位置する搬送コンベア８５０がＹ軸方向に移動可能な可動式のコンベアとなってい
る。
【０２３０】
　そして、このものでは、図２７において右側に位置する部品実装部８２０の作業領域が
Ｙ軸方向に延びており、基板搬送路Ｌの基板に対しても部品の実装を行うことが出来る構
成としてある。
【０２３１】
　よって、基板長が長い長基板ＰＬは、基板搬送路Ｌ上に作業領域を有する部品実装部８
２０を利用することで、実施形態２の場合と同じように基板上の全領域に部品を実装でき
る。
【０２３２】
　具体的には、長基板ＰＬは基台８１０上に搬入されると、図２７の上段に示す位置、す
なわち基板先端Ｆが部品実装部８２０の作業領域から、はみださない位置にて、搬送コン
ベア８５０に設けられる基板ストッパ８８１により停止される。そして、同位置に停止し
た長基板ＰＬに対して、部品実装部８２０により、搬送方向前側にあたる基板の前半分（
図２７では左半分）に部品の実装処理が行なわれる。
【０２３３】
　その後、前半分の実装を終えた長基板ＰＬは基板搬送路Ｌを下流へと搬送され、今度は
図２７の下段に示すように、搬送コンベア６６０と搬送コンベア８５０に跨る位置に、搬
送コンベア６６０に設けられる基板ストッパ８８２により停止される。そして、同位置に
停止した長基板ＰＬに対して、部品実装部８２０により、基板の後半分（図２７では右半
分）に部品の実装処理が行なわれる。
【０２３４】
　そして図面上は省略してあるが、実施形態４も実施形態１と同様に、上流側に位置する
部品実装部８２０を支持する支持脚の配置スペースと下流側に位置する部品実装部６３０
を支持する支持脚の配置スペースとをＸ軸方向にて重ねている。
【０２３５】
　これにより、実施形態１～３と同様、表面実装装置のＸ軸方向の全長を短くすることが
出来、更にはこの表面実装装置を１ないし複数台組み込んだ実装ラインをコンパクトに出
来る。そして、更に、基板長の短い通常基板は基台８１０上の２箇所で順次実装が行われ
ると共に、表面実装装置としては、基台８１０上の２箇所にて同時に実装動作が実施され
、かつ基板の搬送も２基板同時に実施されるので実装効率がよい。そして、１枚の長基板
ＰＬは基台８１０上の２箇所で順次実装で基板上の全領域に部品の実装が可能である。
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【０２３６】
　また、本実施形態では、長基板ＰＬを停止させる基板ストッパと、通常基板Ｐを停止さ
せる基板ストッパが一部共用化されている。具体的には、搬送コンベア８５０に設けられ
る基板ストッパ８８１が共用化されている。このような構成であれば、基板ストッパ、引
いては基板センサの設置個数を少なく出来る（部品点数の削減）。
【０２３７】
　また、この実施形態の部品実装部８２０が本発明の「第一部品実装部」に相当し、部品
実装部６３０が本発明の「第二部品実装部」に相当している。そして、図２７において下
段に示す長基板の停止位置が本発明における「基板搬送ステージに跨りつつ前記第一部品
実装部の作業領域に重なる基板搬送路上の基板停止位置」に相当し、図２７において上段
に示す長基板の停止位置が本発明における「長基板の一部を作業領域内に含める他の基板
停止位置」に相当している。
【図面の簡単な説明】
【０２３８】
【図１】実施形態１における、表面実装装置の平面図
【図２】基台及び支持脚の斜視図
【図３】ヘッドユ二ットの支持構造を示す図（図１をＹ方向奥側から見た図）
【図４】搬送系の構成を示す図(スライドテーブルを中継位置に移動させた状態を示す）
【図５】搬送系を構成する各装置を模式的に示した斜視図
【図６】基板ストッパの構成を示す図
【図７】図４中のＧ－Ｇ線断面図
【図８】搬送系の構成を示す図（スライドテーブルを基板停止位置Ｂに移動させた状態を
示す）
【図９】図８中のＨ－Ｈ線断面図
【図１０】表面実装装置の電気的構成を示すブロック図
【図１１】基板搬送手順を示す平面図(通常の基板の場合）
【図１２】基板搬送手順を示す平面図
【図１３】基板搬送手順を示す平面図
【図１４】基板搬送手順を示す平面図
【図１５】基板搬送手順を示す平面図(長基板の場合）
【図１６】基板搬送手順を示す平面図
【図１７】実装プログラムのプログラム構成を示す図
【図１８】同じく、実装プログラムのプログラム構成を示す図
【図１９】同じく、実装プログラムのプログラム構成を示す図
【図２０】同じく、実装プログラムのプログラム構成を示す図
【図２１】同じく、実装プログラムのプログラム構成を示す図
【図２２】同じく、実装プログラムのプログラム構成を示す図
【図２３】実施形態２における、表面実装装置の平面図
【図２４】長基板の停止位置を示す図
【図２５】実施形態３における、表面実装装置の平面図
【図２６】長基板の停止位置を示す図
【図２７】実施形態４における、長基板の停止位置を示す図
【符号の説明】
【０２３９】
　１０…表面実装装置
　１１…基台
　３０Ａ…部品実装部（本発明の「第一部品実装部」に相当）
　３０Ｂ…部品実装部（本発明の「第二部品実装部」に相当）
　３０Ｃ…部品実装部（本発明の「第三部品実装部」に相当）
　６３Ａ～６３Ｃ…吸着ヘッド（本発明の「実装ヘッド」に相当）



(27) JP 2009-44084 A 2009.2.26

10

　１００…Ｘ軸搬送装置（本発明の「搬送系装置」を構成）
　１１０…第一搬送コンベア
　１２０…第二搬送コンベア
　１３０…第三搬送コンベア
　１６１…基板ストッパ
　１６２Ｆ…基板ストッパ
　１６２Ｒ…基板ストッパ
　１６３…基板ストッパ
　２００…Ｙ軸搬送装置
　２１０…スライドテーブル（本発明の「基板搬送ステージ」に相当するものであって、
本発明の「搬送系装置」を構成）
　２１５…ボールナット
　２６０…Ｙ軸ボール螺子軸
　２６５…モータ
　５００…制御装置
　Ｐ…通常基板
　ＰＬ…長基板

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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